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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社におけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、社会の変化に迅速に対応できる経営を行い、法令、社会倫理規範を遵守す
るとともに、効率的かつ健全な経営体制を構築することであります。また、事業活動により価値創造を通じた社会への貢献を行うことで社会的責任
を果たし、正確かつ公正なディスクロージャーに努め、ステークホルダーへの誠実な対応と、透明性のある経営を行うことが重要と考えておりま
す。

　当社は、監査役設置会社であります。監査役は、原則として取締役会に全員が出席するとともに、常勤監査役は、執行役員会等、当社の業務執
行に係る重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を常に監査できる体制を整えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則1-2　株主総会における権利行使】

【補充原則1-2-4】

当社は、現状の書面による議決権行使制度により、議決権行使に大きな支障はないものと捉えており、電子行使制度の採用及び招集通知の英
訳については実施しておりません。今後につきましては、議決権行使状況及び機関投資家や海外投資家の比率などの動向を考慮し、必要だと判
断した場合は導入を検討してまいります。

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】

【補充原則4-8-1】

当社の独立社外役員は、専門的かつ客観的な立場に基づく社外役員独自の外的な観点から、業務執行取締役や監査役、経営陣等と頻繁に意
見交換を行っております。取締役会等においても、当社の独立社外役員は、発言しやすい環境にあり、「独立社外者のみを構成員とする会合」の
定期的開催は行わず、必要に応じて開催することといたします。

【補充原則4-8-2】

当社は、社外役員は、それぞれ当社の事業領域における卓越した知見と豊富な経験を有しており、それを個々に発揮することが求められておりま
す。「筆頭独立社外役員」を定めることで、独立社外役員間の序列意識、筆頭者への依存意識を醸成する可能性がありますので、「筆頭独立社外
役員」を定めないことといたします。

【原則4-10　任意の仕組みの活用】

【補充原則4-10-1】

当社は、取締役の報酬の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の委任に基づき、代表取締役社長及び
代表取締役社長が指定する取締役により、固定報酬については、役職等を勘案して具体的な報酬額を決定し、賞与については、役職、担当、業
績、予算達成状況、会社に対する貢献度等を総合的に勘案して決定しております。

その他の任意の仕組みは設置しておりませんが、重要な事項の検討に当たっては、取締役会の独立性及び客観性を強化するため独立社外取締
役の助言を求めるなどの対応を行っております。

【原則4-11　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

【補充原則4-11-3】

取締役会の実効性評価については、今後、取締役会の機能を向上させるという観点から、評価手法及び対費用効果も含め検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4　政策保有株式】

当社は、業務提携や、協働ビジネス展開等の円滑化及び強化の観点、また経済合理性などを勘案しつつ、今後の当社グループの発展に必要か
つ有効と認められる場合に限り、関連するパートナーの株式等を保有するものといたします。

保有株式の保有量については取締役会にて中長期的な経済合理性等を検証し、必要な保有水準を心掛けるものとします。

保有株式の議決権行使に際しては、提案されている議案毎に、株主価値の毀損につながらないかを精査したうえで、賛否を判断し議決権を行使
します。

【原則1-7　関連当事者間の取引】

当社は、関連当事者間の取引を行う場合は、当社及びグループ会社や株主共同の利益を害することのないよう、あらかじめ取締役会での決議を
必要とし、取引の状況については、四半期毎に取締役会において報告しております。

また、当社及び親会社の取締役、監査役との取引の有無の確認を毎期末実施しております。

【原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社では、現在、企業年金を運用していないため、アセットオーナーには該当しておりません。

【原則3-1　情報開示の充実】

１．当社の企業理念は、「心」と「食」と「飲」を通じて地域社会に、「出会い」「語らい」「憩い」と「癒し」のサービスを提供し、世界中のお客様から「あ
りがとう」と言われる企業になろう、です。この企業理念をはじめ、経営戦略・経営計画については、当社ホームページ、決算説明会資料及びチム



ニーレポート（事業報告書）等にて開示しております。

２．この企業理念に基づいて、株主様、お客様、お取引先様、従業員、地域社会等、当社グループを取り巻くすべてのステークホルダーに貢献す
る企業グループであることを、コーポレート・ガバナンスの基本方針といたしており、これを当社グループの最重要課題と位置付けております。

３．取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続を社内規程にて整備しております。また、株主総会招集通知の事業報告、有価証券報告
書、本コーポレートガバナンス報告書にて報酬限度額を開示しております。

４．取締役の選任については、当社の持続的な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを検討し、取締役会にて決議し、株主総会に諮って
おります。解任については、職務執行に関する不正の行為、または法令もしくは定款等に違反する重大な事実があった場合は、取締役会にて決
議し、株主総会に諮ります。

５．社外取締役・社外監査役の選任理由は、各候補者の経歴及び重要な兼職の状況とともに、株主総会招集通知の事業報告及び議案参考書類
や本コーポレートガバナンス報告書にて開示しております。また、取締役・監査役の選任・指名については、「株主総会招集ご通知」の参考書類に
個人別の経歴を示しております。取締役の解任が取締役会にて決議された場合、解任事由を速やかに開示いたします。

【原則4-1　取締役会の役割・責務（1）】

【補充原則4-1-1】

当社は、取締役会規程、執行役員会規程、職務権限規程、職務分掌規程により、社長・取締役・執行役員・部長等の職務責任・権限を明確に定
め、取締役会・執行役員会それぞれの決定機関・決定者が審議・決裁しております。取締役会は持続可能な成長と企業価値向上のため、監督機
能を発揮するとともに、法令や定款・決裁権限基準で定められた重要な事項を、公正な判断基準に基づき、最善の意思決定を行っております。

【原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、社外取締役の選任については、会社法上の要件に加え、中立かつ客観的見地から当社経営陣に対して経営監視機能を果たせること、
かつ当社の企業理念や企業活動を熟知し、社外の立場・専門的な知見から建設的な質問や助言等を行うことができることを選任の基本方針とし
ております。また、金融商品取引所が定める独立性判断基準等も考慮し、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者を独立社外取締役として選
定し開示しております。

【原則4-11　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

【補充原則4-11-1】

当社の取締役会は、定款で定めるところの定員内において、企業経営経験者、豊富な事業経験を持つ者、担当事業分野に精通した者等で構成さ
れております。また監査役会は、定款で定めるところの定員内において、事業会社出身者、税理士で構成されております。

取締役の選任に関しては、当社グループの企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、取締役会で決定し、株主総会決議をもって就
任しております。

【補充原則4-11-2】

当社は、社外取締役・社外監査役を含め取締役・監査役及び取締役・監査役候補者の重要な兼職状況を、株主総会招集通知等に記載し開示し
ております。

【補充原則4-11-3】

取締役会の実効性評価については、今後、取締役会の機能を向上させるという観点から、評価手法及び対費用効果も含め検討してまいります。

【原則4-14　取締役・監査役のトレーニング】

【補充原則4-14-2】

当社グループの事業に関わる理解を深めるために必要な説明は、取締役会に対する定期的な報告の中で実施する他、取締役からの要望に応じ
て実施しております。

また、要望に応じて、最新の法令などを学ぶ機会を会社が提供しております。

【原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、経営の透明性を高め、社外の意見を経営に反映するため、適確かつ迅速な経営情報の開示を推進するとともに、株主様・投資家様・ス
テークホルダーとの建設的な対話を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることに努めております。

１．２　面談主旨や関心事項の把握に努め、代表取締役社長の下、経営企画部をIR・広報担当の窓口とし、関連部門と連携して株主との対話に努
めております。

３　アナリスト・機関投資家・報道メディア向けの決算説明会を、中間期・期末の年２回開催しております。また、ホームページ等の情報インフラを活
用し、決算短信や決算説明会資料、月次売上速報、事業報告書等を開示し、積極的な情報開示に努めております。さらに、IR個別訪問や電話会
議などのご希望にも対応しております。

４　対話によって得られたみなさまの関心事項を適時当社経営陣や業務執行役員にフィードバックし、共有及び活用を図っております。

５　各四半期決算期末翌日から、決算短信開示までの一定期間をIR自粛期間（サイレント期間）と定め、決算内容に関してコメントすることやご質
問へお答えすることを控えております。　

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社やまや 9,793,700 50.76

アサヒビール株式会社 1,759,700 9.12

加藤産業株式会社 1,000,000 5.18

麒麟麦酒株式会社 1,000,000 5.18

和泉　學 418,200 2.16

チムニー取引先持株会２ 255,100 1.32

チムニー取引先持株会１ 195,600 1.01

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 177,200 0.91



株式会社NSK 150,000 0.77

中部飼料株式会社 103,100 0.53

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 株式会社やまや　（上場：東京）　（コード）　9994

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員

数
500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

　支配株主との取引については、他の取引先と価格や条件等の比較により総合的に判断して決定しており、他の取引先の決定方法と同様の方法
により行われております。また、年間の取引上限額は取締役会の承認を得て決定されます。取引の進捗状況につきましては、四半期ごとに取締
役会に取引額が報告され管理されており、少数株主に不利益を与えることがないよう適切に対応しております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　当社の親会社である株式会社やまやは、当社議決権の50.7％を所有しており、酒類・食品等の小売業を主たる業務としております。当社は、居
酒屋を中心とする飲食事業を主たる業務としており、それぞれ独立した事業を行っております。親会社のグループにおける取引につきましては、上
記「４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に記載のとおり、少数株主に不利益を与えることがないよう
適切に対応しております。また、親会社からの役員就任につきましては、当社の経営に必要な経験や知識を兼ね備え、当社の企業価値向上のた
めに有用な意見等を頂けると判断し、また当社の経営のモニタリング機能を強化するうえで必要であると判断しております。当社の経営に係る意
思決定につきまして、独立社外取締役２名の監督・助言を受けながら、当社の責任のもとに意思決定を行い、上場会社としての一定の独立性は
確保されていると認識しております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 13 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

大関　均 他の会社の出身者

沖田　美恵子 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

大関　均 ○ 該当なし

投資会社、監査法人、アドバイザリー企業で蓄
積された豊富な経験に基づき、企業の状況を
的確につかみ本質的な指摘を頂きかつ多面的
で長期的な視点から当社の経営に参画して頂
くために社外取締役として選任しております。ま
た、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と
利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役
員として指定しております。

沖田　美恵子 ○ 該当なし

これまでの検事、弁護士としての経験を活か
し、法律専門家として客観的に当社の企業運
営に対する意見を頂戴したいため社外取締役
として選任しております。また、当社と特別な利
害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐
れがないと判断し、独立役員として指定してお
ります。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役会と内部監査室は、原則として月１回、お互いの監査の状況について意見交換を行うとともに、監査役会、内部監査室及び会計監査人間
においても四半期ごとに意見交換会を行い、相互に連携しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され

ている人数
1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

永井　政次 他の会社の出身者

越仲　信雄 税理士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

永井　政次 　 該当なし

当社の監査役として、事業会社での長年に亙
る経理実務で蓄積された豊富な経験に基づく
高い見識をもとに、当社経営の妥当性、適正性
を確保するための役割を果たして頂けるものと
判断し、社外監査役として選任しております。



越仲　信雄 ○ 該当なし

当社の現任の社外監査役として監査役の職責
を十分に果たしており、引き続き税務会計の専
門家としての実務経験に基づく高い見識を基
に、当社経営の妥当性、適正性を確保するた
めの役割を果たして頂けるものと判断し、社外
監査役として選任しております。また独立性が
高く、一般株主と利益相反が生じる恐れがない
と判断し、独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

ストックオプションの行使期間が2020年12月1日に終了しており、現在、取締役へのインセンティブの付与は行っておりません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

当社の２０２１年３月期における役員の報酬等の総額は以下のとおりであります。

取締役（社外取締役を除く）　４２百万円

監査役（社外監査役を除く）　　８百万円

　社外役員　　　　　　　　　　　１２百万円

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役の報酬等は、固定報酬と賞与により構成し、各取締役の報酬は、2010年７月22日開催の臨時株主総会において決議された報酬限度額
（年額150,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない））の範囲内において定めるものとしております。当該株主総会終結時点の取締役の員
数は、６名であります。

　取締役の個人別の報酬等につきましては、取締役会の委任に基づき、代表取締役社長 和泉學及び代表取締役社長が指定する取締役により、

固定報酬については役職等を勘案して具体的な報酬額を決定し、賞与については役職、担当、業績、予算達成状況、会社に対する貢献度等を総
合的に勘案して決定するものとしております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役社長が
適していると判断したためであります。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容が手続きを経て決定されていることを確認
することにより、当該方針に沿うものであると判断しております。

　なお、取締役の報酬等は、在職時に限り支給するものとし、退職慰労金等は支給しないものとします。但し、2007年３月29日開催の株主総会に
おいて決議された役員退職慰労金制度廃止時の打ち切り支給分（退任時に贈呈）を除くものとします。また、業績連動報酬及び非金銭報酬等はあ
りません。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】



　当社では、社外取締役２名、社外監査役２名が選任されております。

社外取締役につきましては、取締役会事務局である総務部が中心となり、サポートしております。

社外監査役につきましては、常勤監査役、内部監査室及び財経部が中心となり、サポートしております。また、必要に応じて、各部門の人員が支
援にあたる体制としております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社の取締役会は、取締役全員をもって構成し、法令または定款に定めるものの他、会社経営の基本方針その他業務執行に関する重要事項
の決定、取締役及び執行役員の職務遂行を監督することを目的として、原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しておりま
す。取締役会には、取締役のほか、監査役も出席することになっております。

　また、会社の経営に関する事項の円滑・迅速な運営及び実施を目的として、原則として毎週１回執行役員会を開催しております。執行役員会
は、執行役員及び取締役をもって構成され、取締役会決議事項の事前審議、職務権限細則に定める決裁事項の審議、その他経営に関する重要
事項の協議及び報告が行われます。執行役員会には、常勤監査役も出席しております。上記のほか、業務の有効性及び効率性、財務報告の信
頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全を達成されることを目的として、適宜、内部統制委員会を開催しております。内部統制
委員会には、執行役員、常勤監査役及び内部監査室長が出席することになっております。

　当社の監査役会は、各監査役から監査に関する重要な事項についての報告を受け、協議を行い、又は決議することを目的として、原則として毎
月１回開催し、必要に応じて随時開催しております。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査方針及び職務の分担等に
従い、取締役会などの重要な会議に出席し、業務執行に関する監督及び牽制を行っております。なお、監査役３名全員、財務及び会計に関する
相当程度の知見を有しております。

　内部監査室は、代表取締役社長直轄の部門であり、監査役会と連携をとりながら年間計画を立て、法令遵守、内部統制の有効性等について監
査を実施し、代表取締役社長に報告を行っております。社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会のほか、定
期的な情報交換の場における発言と意見交換により、監査役監査と相互に連携しております。監査役会と内部監査室は、原則として月１回、お互
いの監査の状況について意見交換を行うとともに、監査役会、内部監査室及び会計監査人間においても四半期ごとに意見交換会を行い、相互に
連携しております。なお、会計監査人は有限責任監査法人トーマツであり、2002年以降から継続して監査を実施しております（当社設立前の旧チ
ムニー株式会社における継続監査期間を含む）。

　会社は、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任
を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低限度としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、経営の迅速な意思決定と業務の効率性を高め、業務執行に関する監督及び牽制の客観性と中立性を確保するために、現行の企業統
治の体制としております。また、取締役、執行役員の任期を１年と定め、経営責任の明確化を図っております。

　社外取締役につきましては、これまでの経験に基づき、取締役会などを通じて発言及び提言を行うことにより、業務執行者から独立した客観的な
立場で会社経営の監督を行い、また支配株主と少数株主との利益相反の監督を行っております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
定時株主総会の集中日を可能な限り避けて開催日を設定し、より多くの株主の皆様が出
席できるよう努めております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年２回（第２四半期決算及び本決算公表時）実施の予定としております。 あり

IR資料のホームページ掲載
月次売上、決算短信、その他適時開示資料、決算説明会資料等を掲載してお
ります。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画部が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社は、社会的、法的責任を果たすことはもとより、企業理念に基づいて行動することに
より、社会の課題解決や育成に、「心」と「食」と「飲」を通じて寄与してまいります。

世界的な問題となっているプラスチックゴミについては、環境保全・生態系への配慮から店
舗でのプラスチックストローの提供を原則として中止し、リユース可能なノンアルコールマド
ラーをソフトドリンクのグラスにつけて提供しています。また、２０２０年７月から、レジ袋を環
境に配慮した植物由来のバイオマスレジ袋（無料）に切り替え、CO2排出量の削減にも取り
組んでいます。

さらに、「食」に携わる企業として社会に貢献すべく、栄養失調児の食事となる栄養治療食
の提供により援助活動を実施している国境なき医師団に、寄付による支援を実施していま
す。お客様のご来店客数増加に比例し、支援を増加させており、お客様によりご来店いた
だける「心のある店舗づくり」へのモチベーションにつなげています。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　当社は、株主様、お客様、お取引先様、従業員及び地域社会等の当社のステークホル
ダーへの適切なディスクロージャーを会社の重要事項として認識し、適時開示とともに当社
ホームページでの掲示や説明会を通じての情報提供等に努めてまいります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

・業務の適正を確保するための体制についての決議内容の概要

　当社及び当社の子会社は、チムニーグループの持続的な発展と企業価値の向上のため、創立当初からの企業理念「世界中のお客様からあり
がとうと言われる企業になろう」の実現に努めるとともに、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を以下のように定めており
ます。

　１．当社及びグループ会社の取締役及び使用人の職務執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制

　　（１）企業倫理憲章を最高経営責任者より全役職員に伝達し、法令及び社会倫理の遵守を当社企業活動の前提とする。

　　（２）最高経営責任者は、担当役員を以て社内規程の整備、運営を徹底する。

　　（３）取締役は、コンプライアンスを所管する統括責任者としてコンプライアンス担当役員を配置し、全社横断的なコンプライアンス体制の整備と

　　　　問題点の把握に努める。

　　（４）代表取締役直属の機関として内部監査室を設置する。

　　　　内部監査室は、業務遂行が法令、社内規程等に則って適正に行われていることを監査するとともに、必要に応じて改善のための提案を行

　　　　う。

　　（５）各部又は室を統括する役員は、固有のコンプライアンスリスクを分析し対策を具体化させ、内部統制委員会において審議した結果を、

　　　　取締役会に報告する。

　　（６）全役職員は、コンプライアンス上の問題を発見した場合には、速やかに総務を統括する部長に報告を行う。また、公益通報の取扱に関す

　　　　る規程に基づき、全役職員が直接報告可能な総務部及び常勤監査役を窓口とする２つのホットラインを設置し、報告及び通報を受けた総

　　　　務を統括する部長はその内容を直ちに調査し、不正行為が明らかになった場合には速やかに是正措置を講ずると共に再発防止策を策定

　　　　し、実施する。

　２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　（１）取締役の職務執行に係る情報は、当社取締役会規程、文書取扱規程その他の規程に従い、文書又は電磁的記録媒体に記録し、適切に

　　　　保存及び管理を行う。

　　（２）取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとし、情報の保存及び管理を行う。

　　（３）文書取扱規程の改定等の事項は、当社執行役員会において審議し決議する。

　３．チムニーグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　（１）当社は、危機管理規程を定め、リスクを適切に管理する体制を整備する。

　　（２）内部統制委員会を適宜開催し、リスクの未然防止とリスクへの迅速な対応に努める。

　　（３）内部統制に関する総合的担当者を総務を統括する役員とし、当社全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。

　　（４）内部監査室は、各部門のリスクを監査し、その結果を最高経営責任者に報告する。また、必要に応じ改善策を執行役員会において審議決

　　　　定し、その結果を取締役会に報告する。

　４．当社及びグループ会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　（１）当社は、業務の効率的運営と責任体制を確立するため組織規程及び職務権限規程を定め、取締役の業務執行の効率性を確保する。

　　（２）当社は、執行役員制度により、業務執行における権限と責任を明確化し、迅速な意思決定に基づき業務を執行する。

　５．チムニーグループにおける業務の適正を確保するための体制

　　（１）当社は、子会社に対し、次の各号を行うことを求めることにより、チムニーグループの内部統制システムを整備する。

　　　①当社関係会社管理規程に基づき、重要な意思決定については事前に当社の承認を得ること、又は当社に対し報告を行うこと。

　　　②当社の取締役会に対し、業務執行状況の報告を四半期に１回以上行うこと。

　　（２）当社の監査役は関係会社管理規程に基づき、子会社に対する監査を年間２回行い、監査の結果を関係会社管理担当役員に報告する。

　　（３）当社の内部監査室は子会社に対し定期的に業務監査を行い、監査結果を関係会社管理担当役員及び当社の監査役会に報告する。

　６．フランチャイズ店舗（以下、ＦＣ店舗という）における業務の適正を確保するための体制

　　（１）当社はＦＣ管理規程を定め、ＦＣ事業における取引の安全確保に努めるとともに、債権の回収に係る危険を未然に防止する。

　　（２）フランチャイズ契約書等の重要書類は文書取扱規程に基づき保存及び管理する。

　　（３）ＦＣ事業部担当役員及びＦＣ事業部員は、ＦＣ店舗における問題について改善策を協議し、店舗に対し指導又は支援を行い、その結果を

　　　　定期的に執行役員会に報告する。

　７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その者の取締役からの独立性に関する

　　事項、及びその者に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

　　（１）当社は必要に応じて、内部監査室所属の使用人に監査役の職務を補助させるものとする。

　　（２）前号に定める監査役の職務を補助する者は、監査役から監査業務に必要な命令を受けた場合には、監査役の指揮命令に従うものとす

　　　　る。

　　（３）前号に定める監査役の職務を補助する者の異動・懲戒にあたっては、事前に監査役の同意を得るものとする。

　８．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

　　（１）取締役は、監査役に報告すべき事項を監査役と協議し、以下の各号に定める事項を報告する。

　　　①執行役員会で決議された事項

　　　②会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

　　　③月次の経営状況における重要な事項

　　　④リスクに関する重要な事項

　　　⑤重大な法令及び定款違反

　　　⑥内部通報制度の通報状況及びその内容

　　　⑦前各号に定めるほか、コンプライアンスに関する重要な事項

　　（２）当社の使用人は、前項第２号、第５号に関する重大事実を発見した場合には、監査役に直接その事実を報告することができる。

　　（３）監査役は、内部監査室から監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めるとともに、取締役及び使用人に対して

　　　　報告を求めることができる。

　　（４）取締役は、監査役が取締役会のほか執行役員会、全体会議、内部統制委員会等の重要な機関等の協議の場に常時出席する機会を

　　　　確保するものとし、議案の内容を事前に提示する。

　　（５）監査役は、重要な議事録、決裁書類等を常時閲覧できるものとする。

　９．グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制

　　（１）グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、グループ各社の業務の適正を確保するうえで当社の

　　　　監査役に報告することが適切と判断する事項が生じた場合、当社の監査役に直接報告することができるものとする。



　10．監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

　　（１）当社は、公益通報の取扱に関する規程において、監査役に通報した者が、通報したことを理由として不利な取り扱いを受けることを禁止す

　　　　る。

　　（２）当社は、監査役に通報したことを理由として通報した者の職場環境が悪化した場合には、通報者の保護に必要な措置を講ずるものとす

　　　　る。

　11．監査役の職務執行によって生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　　（１）当社は、監査役が監査役及び監査役を補助する使用人の職務の執行について生じる費用の前払い、または債務の償還を請求したとき

　　　　は、その必要が認められない場合を除き、関連する社内規程に基づき速やかにこれを処理する。

　12．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　（１）当社は、監査役が外部の専門家から監査業務に関する助言を受ける機会を保証する。　

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社では、反社会的勢力との関係は一切持たないという信念を有し、将来にわたり反社会的勢力との関係を持たないことを基本的な考え

方としております。

　社内においてはセミナーの実施、採用時における質問などにて確認を行っております。

　各取引先につきましては、契約時に外部調査機関を利用し、健全な経営が行われていることを確認し、反社会的勢力との関係が無い旨の覚

書を交わしたうえで取引を行っており、反社会的勢力との関係が発生しないように取り組んでおります。さらに、公益社団法人警視庁管内特殊暴
力防止対策連合会への加盟や所轄の警察署の相談窓口との関係強化、顧問弁護士等との連携強化等に努め、体制を整備しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　今後のコーポレート・ガバナンスの体制につきましては、企業倫理憲章に基づき、法令・社会倫理規範の遵守、ステークホルダーに対する誠実

な対応と透明性のある経営、事業活動による価値創造を通じた社会貢献を継続していくことが重要と考えております。

　また、社会情勢の変化に迅速に対応できる経営を継続していくことを、今後の課題と考えております。




